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（諮問第７２号関係）

第１ 審査会の結論

平成３０年３月２９日付けの開示請求（以下「本件請求」という。）に対して、平

成３０年４月１３日付けで宮崎県教育委員会（以下「実施機関」という。）が行った

公文書不開示決定（以下「本件決定」という。）は妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 公文書開示請求

審査請求人は、実施機関に対し、平成１２年１月から平成３０年３月２９日まで

の期間中、小林市又は小林市を含む地域で高校生の死亡（病死・事故・体罰後の自

殺・教師の性暴力後の自殺・虐めによる自殺等）が理解できる文書について本件請

求を行った。

２ 実施機関の決定

実施機関は、本件請求に係る文書について文書の存否を答えることができないと

し、本件決定を行い、審査請求人に通知した。

３ 審査請求

審査請求人は、本件決定に対して平成３０年５月９日に審査請求を行った。

第３ 審査請求の内容

１ 審査請求の趣旨

「不開示決定処分を取り消す」との裁決を求めるものである。

２ 審査請求の理由

審査請求人が主張する本件審査請求の理由は、おおむね次のとおりである。

(1) 今回の教育委員会の姿勢は、全く県民を馬鹿にした対応である。

(2) 県民に情報開示がなければ、問題の所在すら分からない。

第４ 審査請求に対する実施機関の説明等

実施機関は、弁明書において、本件決定の理由をおおむね以下の通り説明してい

る。

(1) 本件請求に係る対象文書は、県立高等学校管理運営規則第４９条により、当該

期間中に県立小林高等学校及び県立小林秀峰高等学校から県教育委員会に対して

提出された生徒事故報告書（以下「事故報告書」という。）となる。

(2) 本件請求は、小林市又は小林地域を含む地域の高校生を対象としていることか

ら県立学校２校が該当し、開示請求に係る公文書の存在を答えること自体が、特

定の学校において、生徒が死亡（自殺・病死・事故死等）した事案があったかど

うかを明らかにすることになる。

(3) 仮に全ての学校についてそれぞれ開示請求された場合、存否を応答してしまう

と、学校毎の死亡事案の有無が判明してしまうことになり、ひいては、死亡した
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生徒の特定につながる。

(4) よって、死亡事案の有無を明らかにすること自体が宮崎県情報公開条例（以下

「条例」という。）第７条第２号が保護しようとしている権利利益を侵害するこ

とから条例第９条を適用し、存否応答拒否とした。

第５ 審査の経過

当審査会は、本件審査請求について、以下のように審査を行った。

年 月 日 審 議 の 経 過

平成３０年１０月２６日 諮問を受けた。

平成３０年１２月１２日 諮問の審議を行った。

平成３１年 １月３０日 諮問の審議を行った。

第６ 審査会の判断理由等

当審査会は、本件決定の妥当性について調査、審議した結果、以下のように判断

する。

１ 事実関係について

(1) 実施機関が本件請求において対象とした事故報告書について、本件請求とは別

の開示請求において一定の期間中に報告を受けた事故報告書を特定し、年毎の総

数及び案件毎の事故報告書については学校名等を不開示とした上で部分開示決定

を行った事案（以下「他の事案」という。）がある。

(2) 他の事案については、諮問第６６号において審査請求が提起され、当審査会と

して答申第６６号を発出し、学校名を不開示としたことについて妥当であるが、

報告年を不開示としたことは妥当ではない趣旨の結論を出している。

(3) また、本件事案と類似した諮問第７１号に係る答申第６７号においても、この

答申第６６号との整合性を考慮したものとした。

２ 本件決定に対する判断について

以上の事実関係があることから、本審査会としては答申第６６号及び答申第６７

号との整合性を考慮し、以下のとおり本諮問案件に係る判断を行うこととする。

(1) 答申第６６号において、事故報告書の学校名は不開示が妥当と判断している中、

報告年については開示してもその他の部分が不開示であれば事故にあった生徒の

識別には至らないとして、報告年については開示すべきとの考え方をとっている。

(2) 以上のことから、類似した事案である諮問第７１号に係る答申第６７号におい

て、全ての学校に対し特定の年における事故報告書について開示請求がされた場

合、存否を応答してしまうと、特定の年における学校毎の死亡事案の有無が判明

してしまうことになり、死亡した個人の権利利益を害するおそれがあるとし、結
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果として存否応答拒否を行うことは妥当であるとした。

(3) 本件事案についても期間や対象となる学校が違うものの、本質的に諮問第７１

号と変わるものではないため、結論においては答申第６７号と同じ判断となる。

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。


